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1 問題背景と目的

近年、小中学生の不登校の生徒数は、増加の傾向にあ

り（文部科学省、2014）、各市町および各校において、

その適切な対応が求められている。文部科学省は、1989

年以降、不登校児童生徒の対応に、個別カウンセリング

だけでなく、小集団活動や教科指導を行う場所、あるい

は不登校児童生徒の心の居場所となるような場所として

「適応指導教室」の設置を勧めてきた。

文部科学省の定義によると、「適応指導教室」とは、

「学校外に設置している施設、または、学校の余裕教室

などを利用して校内に設置しているもので、児童生徒の

在籍校と連携をとりつつ、個別カウンセリング、集団で

の活動、教科指導などを行うもので、教育相談室のよう

な単に相談を行うだけの施設は含まない」としている。

松浦（2001）は「適応指導教室」における援助機能に

ついて、①安心・安全な場の援助機能群、②カウンセリ

ング的な援助機能群、③学校教育的な援助機能群、④独

自の援助機能群に分類し、その独自性と有用性について、

「学校心理学でいう心理教育的なサービスを考えるため

に有益な場であり、不登校児への支援あるいは広く子ど

もの援助サービスの場として有用性のある場である。」

としている。

筆者の勤務する公立中学校では、市町に設置されてい

る「適応教室」とは別に、「校内適応指導教室」と呼ば

れる別室が校舎内に準備されており、登校することが難

しい生徒への支援の場として活用されている。例えば、

不登校から再登校に向けての前段階として、別室への試

験登校を促す場として利用されたり、教室内での人間関

係のトラブルから、教室に入りづらくなった生徒のクー

ルダウンの場として一時的に生徒が入室し、関係修復に

むけての支援を行ったりするために使われてきた。

一方、不登校以外にも、発達障害や非行といった様々

な課題を抱えて登校してくる生徒が増加しつつあり、そ

うした生徒への対応も、不登校の生徒と同様に、原因、

課題、ニーズが、ケースにより様々であり、個に応じた

対応が必要となってきている。すなわち、不登校に限ら

ず、あらゆる理由で「不適応」をおこし、教室適応のた

めの指導を必要とする生徒が多く登校してきているのが、

現在の状況である。

そこで、本稿では、「校内適応指導教室」の利用の状

況を振り返り、それぞれのケースにおいて、本人のニー

ズ、支援者のニーズ、行った支援がどのようなものであっ

たかを事例ごとに分析することで、援助資源としての

「校内適応指導教室」が、校内でどのように位置付けら

れ、機能しているかを検討し、その役割と課題を明らか

にすることを目的とする。

2 方法

筆者が過去に教育相談担当として、「校内適応指導教

室」で関わった生徒の事例のうち、特徴的なケースを取

り上げる。期間はX年4月から、X年10月の6か月間

とする。なお、短期間の事例に限られるため、プライバ

シーには十分に配慮し、事例の本質を損なわない程度に

修正を加えている。

対象校は、各学年10クラス、生徒数1030名、教員数

60名程度の大規模校であり、スクールカウンセラーが

年間210時間派遣されている。校区は大部分が団地と商

業地であり、核家族で育った生徒が大多数である。また、
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外国につながる生徒が多いことや、生徒の転出入が多い

ことも本校の特徴と考えられる。

3 結果

「校内適応指導教室」は、本来、不登校対策として、

登校しづらい生徒や学級に入りづらい生徒の支援の場と

して、学校長から市教委への要請により、設置されてい

る。当該校には、加配教員が配置され、担当教員が「校

内適応指導教室」に通室する生徒に対して、相談や学習

支援を行っており、担当教員は教育相談担当教員が兼務

することになっている。

「校内適応指導教室」は、比較的生徒の往来の少ない

場所にあり、生徒の通用口を使用することなく、入室で

きるようになっている。また、カウンセリングルームと

隣り合う位置にあり、廊下を通らずに、お互いの部屋を

行き来できる構造になっている。

さらに、遅刻・早退は時間に柔軟性が認められており、

入室した日は出席扱いとなる。

「校内適応指導教室」に登校して来た生徒は、基本的

に自学自習のスタイルで生活することになっており、そ

の日何をして過ごすかは、概ね本人の意思に委ねられて

いるが、生徒によっては、自主的に時間の使い方を考え

ることが難しく、教師と相談しながら、過ごし方を考え

たり、必要に応じて、教師が課題を提示したりすること

もある。午後は、手芸やスケッチ等、作業的な活動をし

て過ごす生徒が多かった。

以下に各事例について支援の経過をまとめる。

事例1 教室復帰への前段階としての利用

対象生徒：A

問題状況：中学校入学当初から時々欠席のある生徒であっ

た。昨年度、年間欠席日数が30日以上であった。X

年になり、連休明けから欠席が目立ち始め、以降は欠

席が続いた。

担任教員は家庭訪問や電話連絡を繰り返し行い、登

校を促してきたが、本人は無気力で登校の意思は感じ

られなかった。

保護者懇談会で、保護者が担任教員に相談し、担任

教員と学年の生徒支援担当教員が話し合った末、校内

適応指導教室の利用を勧めることになった。本人の反

応は、「教室には入れないが、別室になら入れるかも

しれない」とのことだった。

支援の経緯：8月中旬、本児の担任教員より、教育相談

担当に相談があり、本児と保護者が、校内適応指導教

室を見学したいとの申し出があった。早速日程を調整

し、本児、保護者が来校し、担任、教育相談担当と面

談をした。

本人の様子は、相変わらず無気力で、将来に対する

希望や目標を語ることはなかった。夏休み中は、昼夜

逆転の生活をしており、午前中の面談は眠くて辛いと

話した。保護者は、とにかく毎日学校に登校させたい

という思いが強い様子であった。

教育相談担当から、その日は昼寝を我慢して、昼夜

逆転の生活を直すように気を付けることと、家の手伝

いをすることを約束させて面談を終えた。

2学期より、校内適応教室に登校を始める。初日は

保護者が送迎したが、以降遅刻しながらではあるが、

自転車で登校するようになった。

教室内では、自ら持参してきた問題集に取り組んだ

り、教育相談担当教員と話をしたり出来るようになっ

た。当初は表情が暗く、何事に取り組むのも億劫な様

子だったが、次第に笑顔を見せるようになり、その日

にやってみたいことを自分で決めて、教師に伝えられ

るようになった。また、「校内適応指導教室」の掃除

や戸締まり等、気が付いた仕事を自発的に行えるよう

になった。

教育相談担当教員は、本児が登校すると、学年の生

徒支援担当教員と担任教員に、本児が登校したことを

伝え、1日1回は空き時間に様子を見に来てもらうよ

う、依頼した。また、校内適応指導教室でしたことや

話したことは、可能な限り学年の教員と共有するよう

に努めた。

考察：「校内適応指導教室」を利用する生徒の典型的な

ケースと言える。本ケースで、支援がうまく進んだこ

との要因として考えられることは、援助者（保護者、

担任教員、教育相談担当教員）の支援の方針が、一致

しており、情報交換等の連携が密であったことと、本

人のペースに寄り添うスタイルで、学校復帰を促すこ

とができたことが考えられる。

反面、課題として、進路指導の不十分さが考えられ

る。将来に向けての意識づけや、目標設定を個別に考

えさせる時間を設定し、高校進学への展望を持たせる

関わり方を今後考えていく必要がある。

事例2 取り出し支援の場としての利用

対象生徒：B

問題状況：小学校からの申し送りは、「落ち着きがない。

非行に走る可能性がある。」といった程度で、支援ファ

イルの引き継ぎはなかった。入学後、間もなくから、

クラスの友人とのトラブルや授業中の私語が目立つよ

うになる。部活動にも参加しなくなり、反社会的問題

行動が目立つようになったため、担任教員、学年代表、

特別支援教育コーディネーターが相談し、保護者に発

達検査と支援ファイルの作成を勧めた。

X年進級後は、部活動に参加できるようになり、
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友人関係にも変化が見られたが、授業中の落ち着きの

なさについては、改善されず、クラスの友人や教員集

団の目にあまるところとなり、保護者にも手におえな

い感が次第に増していった。

支援の経緯：進級直後より、担任教員は家庭連絡を積極

的に行い、学校での様子を保護者に伝えていた。当初、

保護者は、取り出し支援に対して懸念を抱いていたが、

本児の様子が日に日に荒れてくることと、家庭での力

ではどうにもならないことに気付き始め、学校に「何

とか勉強させてやってほしい」と訴えるようになる。

X年6月、学年教員集団によるケース会議では、発

達検査、定期考査の結果から、個別の学習支援が必要

であるとの結論になり、教育相談担当である筆者が空

き時間を活用して、学習支援を行うことになった。

7月より、本児の「一番苦手な授業」の時間を選択

し、週1時間の取り出しによる学習支援を「校内適応

教室」で行った。最初の面談で、本児のおおよその学

力を予測し、本児が自信を持って取り組めるレベルの

学習から開始した。

具体的な内容は、小学校中学年程度の国語、計算、

と中学校1年生程度の英単語であった。授業開始後、

10分程度の面談の後、国語、計算、英単語の順番で

各教科とも10分前後の短時間でできる課題を出した。

本児はどの教科にも積極的に取り組み、集中して50

分間を過ごすことができた。

筆者が本児との関わりで、留意したことは、多少の

字の乱雑さや、学習の遅れ、できなかったことに対し

ての注意をしないことと、出来るようになったことや、

自分の力で気付けたことについて、小さなことでも認

め、共に喜ぶことであった。

支援を重ねるごとに、本児は自ら自分のことを語る

ようになった。学習への取り組みも積極性が見られる

ようになり、各教科に集中できる時間も次第に長時間

になった。さらに、授業中の迷惑行為も少しずつ減少

していった。

考察：低学力から自尊感情が育たず、二次障害を引き起

こしかけていたケースである。 取り出し支援により、

学力をつけることと、肯定的な言葉がけをすることで、

承認欲求を満たし、自尊感情を育てることに重点をお

いて支援を進めた。

また、X年の2学期は、学校行事でも中心的な存

在となりつつあり、学校生活に充実感を持ち始めた時

期と重なり本児の取り出し支援開始は、好タイミング

であったと言える。

さらに、本児の学習支援に関わることによって、少

しずつ信頼関係を築くことにつながり、学習以外の悩

みも話せるようになったことは、個別支援の特徴と考

える。

しかし、「校内適応指導教室」に別室登校している

生徒が利用している時間帯は、取り出し支援の場とし

て使用することが出来ず、別の空き教室が必要となる。

また、本ケースは、教育相談担当教員が、空き時間を

活用しての支援であるため、時間数に限度があり、多

くの生徒に出来る支援ではないことが指摘点として挙

げられる。

事例3 トラブル回避の場としての利用

対象生徒：C

問題状況：やや非行傾向が見られるものの、明るく元気

のある生徒であった。人の気持ちを考えすぎてしまう

ところがある。体の不調を訴えて、授業中に保健室に

来室することが多くなった。当初は、養護教諭としば

らく話をして教室に戻ったが、ある日、友人とのトラ

ブルから、教室に入りにくい状況にあることを打ち明

けた。

ほぼ同時期に、学年の副担任の女性教員が、自傷行

為の跡があることを発見し、養護教諭、副担任教員の

2人より、教育相談担当に相談があった。

支援の経緯：副担任教員の話によると「誰かに話を聞い

てほしい。」と訴えていたとのことであったが、「学年

の先生は（情報を）すぐに話す（共有する）から嫌」

「スクールカウンセラーとは会いたくない」と話して

いたことから、教育相談担当の筆者が放課後「校内適

応教室」で話を聞くことになった。

第1回目の面談では、クラスの友人の話が中心であ

り、悩みを語ると言うより、どのような接し方が異性

に好印象を与えるかと言った相談であった。本児は

「校内適応指導教室」に設置してある箱庭が気に入っ

た様子で「また来たい」と言って初回の面談を終えた。

約 10日後、本児が「話を聞いてほしい」と授業時

間中に来室してきた。相談の内容は、最初「他の生徒

とのトラブルから、教室にいることができない。」と

のことであったが、相談が進むうちに、「自分にはす

べてを受け入れてくれる人がいない」「周りに相談で

きる人がいない」「家でもひとりぼっち」と訴えた。

筆者は、ケースを深刻に感じたので、本児の様子を注

意して見守るように学級担任の教員に伝えた。

2学期が始まって間もなく、本児の表情が暗いので

筆者が本児を「校内適応指導教室」に呼び出し話を聞

いた。本児は、家族との関係が不安定な状態であるこ

とを語った。「家族はどれだけ努力しても認めてくれ

ない」「家族と仲良く暮らすために、どうしたらいい

のか、分からない」と涙ながらに訴えた。

筆者は、本児の思いを受け止めつつ、今はお互いの

思いが食い違っているが、お互い大切な存在であるこ

とには違いないことを話して聞かせた。
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それ以来、筆者は、担任教員と連携を取りながら、

本児の様子を見守り、不安定な状態が見られた時は、

「校内適応指導教室」で話を聞くようにしている。な

お、1回目の面談以降、自傷行為は見られない。

考察：カウンセリングルームと同様の活用を行ったケー

スである。本校の中学生との関わりの中で、「カウン

セリング」に対してマイナスイメージを持つ生徒が少

なくないことに、筆者は大きな課題を日頃から感じて

いた。そこで、カウンセリングルームとは異なる場所

で、面談を行う方が、支援がスムーズに進むことが考

えられる。このような意味で、放課後静かに生徒と向

き合う場所として、「校内適応指導教室」が活用され

ている。

本児の場合、時間をかけて面談を繰り返すうちに、

真の課題に気付くことができた。「真の理解者」とし

ての保護者の存在を強く求めていることに自ら気付き、

自身の課題を明らかにしていったことが分かる。

本ケースの課題として考えられることは、本児の保

護者との連携が希薄であった点と、教育相談担当であ

る筆者の立場が、あくまでもカウンセリング的な関わ

り方であったため、本児の実生活からは多少かけ離れ

た存在にすぎず、本児の求めている「自分を100％受

け入れてくれる人」にはなりきれなかったことがあげ

られる。

事例4 カウンセリングルームとの併用

対象生徒：D

問題状況：保護者より教育相談担当に電話があり、カウ

ンセリングを親子で受けたいとのことであった。ちょ

うどその日はスクールカウンセラーが来校していたた

め、すぐに予約を入れ、親子で来室することができた。

保護者からの訴えは、「子どもが学校に行き渋り、機

嫌が悪いと家で暴れる。友人関係に問題があるのでは

と心配している」といった内容であった。本児は、

「腹痛のため、気持ちが悪くなるので、学校に行けな

い」と言い、その日は欠席をしていた。担任教員をは

じめ、学年の教員の話では、学校では特に問題のない

おとなしい生徒であるとのことだった。

支援の経緯：始めに、親子でカウンセリングルームに入

室し、スクールカウンセラーと3人で面談を行った。

その約15分後、本児は、カウンセリングルームに残

り、スクールカウンセラーと面談を続け、保護者は、

壁で仕切られた「校内適応指導教室」に移動し、教育

相談担当教員と面談をした。それぞれ約30分程度の

面談であった。

保護者からの話では、当初の訴えとほぼ変わらない

話から始まり、詳しく話を聞くうちに、「家では妹と

比べてしまう」「もっと頑張れと言い過ぎるので気を

つけたい」「休みの日は、共通の趣味を通して、親子

で過ごす時間を作りたい。」と、本児への関わりを振

り返る時間となった。

本児への面談では、友人関係のトラブル等、学校生

活での問題が話題になることはなかったので、腹痛の

原因が何であるのかを調べる必要があることをスクー

ルカウンセラーから助言してもらった。

以降、親子でカウンセリングルームに来室すること

はないが、本児への見守りを継続し、学級担任教員、

部活動顧問、教育相談担当教員が情報交換を定期的に

行っている。本児は、腹痛を訴えることが次第に減少

し、家族も本児の思いを受け入れる努力をして様子を

見守った。また、保護者に対して、教育相談担当教員

が、定期的に電話をして、家庭での様子を聞き、必要

な事は担任教員に伝えることとなった。

考察：「校内適応指導教室」および、カウンセリングルー
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表1：支援の一覧

主訴 教員集団のニーズ 保護者のニーズ 校内適応の連携による支援 支援に関わった人（機関）

事例 1
怠学、無気力 学校に復帰してほし

い。

学校へ毎日登校し

てほしい。
面談、学習支援

担任教員、学年支援担当教

員、教育相談担当教員

事例 2

授業妨害 落ち着いて授業に臨

んでほしい。

学習に取り組んで

ほしい。

面談、学習支援 担任教員、副担任教員、教

育相談担当教員、特別支援

教育コーディネーター、子

ども家庭支援課

事例 3 友人とのトラブル
トラブルの原因を知

りたい。

落ち着いて学校生

活を送ってほしい。

面談 担任教員、教育相談担当教

員

事例 4

家庭内暴力 なぜ家庭と学校での

態度にギャップがあ

るのかを知りたい。

本人の問題が何な

のかを知りたい。

面談、関係機関の紹介 担任教員、教育相談担当教

員、特別支援教育コーディ

ネーター、SC、医療機関

事例５

発達上のつまづき 多少のトラブルがあっ

てもキレないスキル

を身につけてほしい。

良好な友人関係を

築いてほしい。

面談、SST、学習支援 担任教員、教育相談担当教

員、特別支援教育コーディ

ネーター、子ども家庭支援

課、通級教室



ムの構造を活用した支援のスタイルであり、親子での

面談の際に効果的な場合があると考えられる。スクー

ルカウンセラーと教育相談担当教員の双方から支援を

スタートさせたことで、スクールカウンセラーからの

引き継ぎや助言がスムーズに行われ、その後の校内で

の支援に有効であった。

また、担任教員が1人で受けとめ切れない親子の課

題を、スクールカウンセラーと教育相談担当教員が連

携して支援を進められたことは、担任教員への支援に

つながったことが予想される。

事例5 通級教室としての役割

対象生徒：E

問題状況：入学当初から、友人関係のトラブルが多い生

徒であった。例えば、友人を怒らせるような発言が多

く、ケンカになりやすい。また、持ち物の整理整頓が

苦手で、机やロッカーの中が、プリント類で一杯にな

るだけでなく、重要な連絡や提出物が期限内に提出で

きない。教材をなくすこともある。成績は、中位であ

る。

支援の経緯：X－1年度、発達検査を受けたところ、発

達のアンバランスさを指摘され、ソーシャルスキルト

レーニング（以下SST）を勧められた。当時、中学

生対象の情緒通級教室がなかったため、支援室より専

門スタッフが本校に出張し、取り出し支援による

SSTを受ける事となった。

本児のX年進級と同時に、中学生対象の情緒通級

教室が、同市の他中学において開級されることになり、

専門スタッフが出張するシステムから、該当生徒が自

転車または保護者の送迎により、通級するシステムへ

と移行した。

本児の保護者にその旨を説明したところ、「SSTは

継続してほしいが、他中学への通級は難しい。」とい

う返答であった。そこで、本校の教員が本児へのSST

を引き継ぐことになった。

当初から、保護者が授業時間に取り出し支援を行う

ことに懸念を抱いていたことから、放課後、30分程

度の個別支援を、教育相談担当教員が「校内適応指導

教室」で行うことになった。

SSTを取り入れた支援を開始するにあたり、市内

の情緒通級教室と連携を取り、助言を得ながら支援を

進めた。

始めの挨拶の後、学習面や生活面に関する面談を5

分程度行った後、ワークシートや教材を用いたSST

を行った。さらに、面談から、本児が英語の学習支援

も希望していることが分かり、文法や単語の復習を

10分程度行っている。また、定期テスト前には、提

出物の確認支援を行うようにした。

考察：市の行う支援のシステムの移行により、支援が途

切れそうになったケースである。SSTなどの個別の

支援が必要な生徒に、校区外の施設や他校へ自転車で

通級させることが無理な場合は多いと考える。さらに、

保護者による自動車での送迎等の協力が期待できない

こともある。そのような場合には、校内で、できる教

師ができる支援をするというスタイルになる。

SSTは、本来、学校の教員が行うものであり、教室

内での一斉指導も有効ではあるが、本校の教員集団に

おいて、SSTに対する知識、理解はまだまだ低く、教

室内外でのSSTに積極的な教員は極めて限られている。

そのため支援を担う教員（例えば教育相談担当教員な

ど）が、専門機関等からの助言を受けながら取り組み

を進めていく必要がある。今後も情緒通級教室との連

携を図りながら、一部の生徒および全生徒を対象とし

たSSTを推進していくことが課題と考えられる。

4 総合的考察

「校内適応指導教室」の活用用途は、個別の支援とい

う点では共通しているものの、そのニーズはケースによっ

てさまざまである。しかし、それぞれのニーズに応じた

支援を行う過程で、次第に「校内適応指導教室」での支

援の時間が、生徒にとって「心の安らぐ空間」となって

いくのが、筆者には実感できた。

公立中学校において、「校内適応指導教室」に求めら

れている役割は、多様である。しかも、そのほとんどが、

市町の専門機関でも行われている支援であることが本研

究で明らかになった。しかし、公的機関で専門家が行う

支援を、地域の中学校の教員が校内で行うことには大き

な意味があると考える。例えば、支援を必要とする家庭

および生徒にとって、自宅から遠く離れた専門機関に足

を運ぶより、心理的、物理的負担を軽減することになり、

地域の中学校との信頼関係の確立につながっている。ま

た、市町の適応指導教室や情緒通級教室に比べて、物理

的、心理的な距離が近いため、通常教室への復帰がスムー

ズである。

次に、「校内適応指導教室」を活用した個別支援を進

めるうえで、個別支援チームが効果的に機能するための

重要なポイントをまとめたい。第1に、支援チームの構

成メンバーの役割が明確になっており、それをメンバー

が正しく把握していることである。第2に、支援チーム

構成メンバーの連携が密で、情報交換が十分に行われて

いるかという点である。第3に、学校、家庭、生徒の思

いやニーズを、支援チーム構成メンバーが、正しく理解

し、それに寄り添えているかどうかということである。

最後に、本研究に関する課題を明示しておきたい。本

校において、「校内適応指導教室」通室へのルートがシ

公立中学校における校内適応指導教室の役割と活用に関する実践研究
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ステム化されておらず、通室に至るかどうかはケースご

との支援による部分が大きい。また、学年による支援の

格差が、通室へのルートに大きく影響している。すなわ

ち、担任教員を始め、支援チームを構成する以前に生徒

に関わる教員が、「校内適応指導教室」を援助資源とし

てどの程度認識しているかが活用の決め手となるため、

従来のシステムでは、「校内適応教室」での支援を必要

とする生徒が他にも存在していることが示唆される。こ

のような課題を解決するための方策として、校内委員会

の充実が考えられる。本校は大規模校であるため、週1

時間の支援部会では、各学年の情報交換に留まってしま

う傾向にあり、各ケースの支援の手立てを検討するにま

で及ばないことが多い。そこで学年別支援部会を定期的

に行ったり、学校全体を把握しながら支援を進める教員

（例えば、特別支援教育コーディネーター、養護教諭、

教育相談など）が全学年の学年部会に定期的に参加し、

支援方針の修正、統一を行うなど、支援チーム構成以前

の情報交換や共通認識がどの程度積極的に行われるかが、

その後の支援に大きく影響するものと考える。
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